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平成28年度 第４回練馬区総合教育会議 

 

開会年月日：平成29年３月28日（火） 

場   所：練馬区役所西庁舎９階「９-１会議室」 

出 席 者：練馬区長   前川 燿男  

      教育委員会 教育長  河口  浩  

同   委 員  外松 和子 

同   委 員  安藏 誠市 

同   委 員  長島 良介 

同   委 員  坂口 節子 

議   題： 

１ 練馬区の不登校対策の課題と今後の不登校対策の方向性について 

２ その他 

開   会：午後３時00分 

閉   会：午後４時30分 

 

説明のため出席した者の職および氏名 

総務部長              小西 將雄 

教育振興部長            大羽 康弘 

こども家庭部長           堀   和夫 

（総務部）  

総務課長              大滝 雅弘 

  （教育振興部） 

教育総務課長           櫻井 和之  

教育施策課長           中島 祐二 

学務課長             山﨑 泰 

施設給食課長           竹内 康雄 

教育指導課長           芝田 智昭 

副参事（教育政策特命担当）    金木 圭一 

学校教育支援センター所長     風間 康子 

光が丘図書館長          桑原 修 

（こども家庭部） 

子育て支援課長          鳥井 一弥 
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こども施策企画課長        橋間 亮二 

保育課長             三浦 康彰 

保育計画調整課長         近野 建一 

青少年課長            加藤 信良 

練馬子ども家庭支援センター所長  宮原 惠子 

 

 



 -3- 

【前川区長】 

ただいまから平成28年度第４回総合教育会議を開催いたします。 

 本日は、傍聴の方がお見えです。よろしくお願いいたします。 

 

 お手元の資料に沿って進めさせていただきます。 

 次第がありますが、議題の１にありますように、「練馬区の不登校対策の課題と

今後の不登校対策の方向性について」でございます。 

 前々回８月18日、また前回10月７日の２回の総合教育会議において、区立中学

校の生徒に係る緊急重大事態について、教育委員会から報告を受けました。 

 今後、不登校対策について強化する必要があるとの認識をお互いに共有したと

ころだと考えております。 

 本日は、総合的な不登校対策について、資料１を用意しておりますので、最初

に事務局から説明してください。 

 

【金木副参事】   

それでは、お手元の資料１「練馬区の不登校対策の課題と今後の不登校対策の

方向性」をご覧ください。 

 まず２ページ、Ⅰ不登校の定義とこれまでの不登校対策でございます。 

 不登校の定義ですが、文部科学省の問題行動等の調査により、このように示さ

れております。不登校は、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要

因・背景により、児童生徒が登校しない。あるいは、したくともできない状況に

ある者（ただし、病気や経済的理由による者を除く）であり、連続または断続し

て30日以上欠席した者」としております。 

 練馬区におきましても、この定義に基づきまして、取組を進めているところで

ございます。 

 ２番、これまでの練馬区の不登校対策でございます。 

 （１）学校不適応児童生徒支援検討会は、平成18年度に立ち上げたものでござ

います。その下にあります登校支援シートの開発を行いました。このシートの活

用につきましては、平成19年度から平成25年度に実施しました。学校と教育委員

会、また小中学校間の情報共有、連携のためにこのシートを活用しておりました。

ただ活用について、課題がまだあるということで、現在ではストップしていると

ころでございます。 

 （２）人的措置でございます。１つ目は、子どもたちの話し相手としての心の

ふれあい相談員を現在も全校に配置しております。２つ目が、引きこもりがちな

子どもたちの話し相手としてのネリマフレンドの実施。家庭訪問等を行いながら、

学校への登校等を促しているような形でございます。３つ目に、スクールソーシ

ャルワーク事業の実施ということで、平成26年度から始めたものでございます。 
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 （３）教員研修でございますが、教育指導課と学校教育支援センターで現在、

実施しております。 

 （４）適応指導教室事業でございます。小学生対象のフリーマインドは、平成

４年度から、中学生対象のトライは、昭和63年度から始めており、中学生を対象

にした事業が、先に行われていた状況でございます。 

 （５）保護者支援でございます。現在、（４）にあります適応指導教室登録者で

ある保護者への保護者会を行っております。また、一般の区民を対象にしたもの

や、不登校等で悩みを抱えている保護者等を対象にした講演会や講座等を学校教

育支援センターで実施しております。 

 ３ページの大きなⅡ番、練馬区の不登校の状況でございます。 

 １番、過去10年間の不登校の状況でございます。赤が小学生、青が中学生。そ

して、上の折れ線グラフが、小中学生の合わせた人数となっております。 

 ２番、平成27年度の不登校数でございます。小学生が184人、中学生が435人、

計619人の不登校児童生徒がおりました。学年別につきましては、このグラフに示

してあるとおりでございます。 

 ４ページ、大きなⅢ番、不登校対策の課題でございます。データ分析をしまし

て、課題を大きく７点に集約いたしました。 

 まず課題①、不登校児童生徒の要因および欠席の状況に応じた支援でございま

す。図表１は、平成27年度の不登校児童生徒の不登校の要因をグラフに示したも

のでございます。不登校の要因は、不安傾向が39％。無気力傾向が27％。その他、

21％の順となっております。何らかの不安や漠然とした理由ということで、不安

傾向また無気力傾向を合わせますと、不登校の約63％を占めている状況でござい

ます。 

 図表２、不登校児童生徒の欠席割合の比較でございます。左が小学生、右が中

学生で、文部科学省が調査で示す90日を境にデータを分析いたしました。小学生

は、全国また東京都よりも、90日以上の欠席が多いことがわかります。また、右

側は中学生でございますが、全国よりは多い状況で、東京都よりは少なくなって

おりますが、全国よりも長期化傾向にあるといっていいかと思います。 

 続きまして、５ページ、課題②でございます。不登校児童生徒の的確な実態把

握に基づく指導でございます。 

 図表３は、不登校要因を分析したものでございます。先ほどの図表１、不登校

の要因について、不安傾向や無気力傾向といった要因があり、その中で、さらに

どのような要因があるかということを複数回答で示したものでございます。赤が

小学校、青が中学生になっております。小中学生とも多いのは、一番下にある「家

庭に係る状況」です。また、上から２つ目にある「いじめを除く友人関係をめぐ

る問題」、そして上から４つ目にあります「学業の不振」、これらと関連している

ことがわかります。しかし、不登校児童生徒、子ども一人一人により異なるため、
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より詳細を把握する必要があるところでございます。 

 図表４は、指導の結果の状況でございます。３年間の数値を示しました。左側、

①と書いてあるのが、指導の結果、登校できるようになった児童生徒数です。こ

ちらにつきましては、小学生はこの３年間、およそ30％から35％ぐらい。中学校

におきましては17％から25％というところでございます。一方、②指導中の児童

生徒数で、一番下のところに「変化がまだ見られない」とあります。指導中であ

るが、変化が見られない児童生徒数が、約50から60％の間で、この３年間推移し

ているということがわかります。つまり、半数以上が、指導しても改善が見られ

ない状況でございます。 

 ６ページでございます。課題③、学年進行および進学時における切れ目のない

支援でございます。 

 図表５は、前年度の不登校の経験があったか。または、その学年になってから、

新しく不登校になったかをグラフで示したものでございます。小学校１年生の分

は抜いてあります。左側の茶色が継続を示し、青色が新規を示しております。新

たな不登校が、中学校１年生で大きく増加しているということがわかります。ま

た、中学校２年生で、中学校１年生のときに36人は継続だったのですが、中学校

２年生になりますと、120人ということで、中学校１年生で不登校が出現し、中学

２年生で不登校が継続しているということがわかると思います。 

 続きまして図表６は、過去３年間の６月末日時点での不登校児童生徒数でござ

います。新年度を開始して６月末ですと、学校の登校しなければならない日数が

60日ぐらいになります。その60日ぐらいの出席日数の中で、欠席30日以上の、も

う不登校であるお子さんが、平成26年から27年、28年と増加しているのが、おわ

かりになるかと思います。平成28年度の６月は、小学生が73人、中学生が223人と

不登校が継続している、または新たに不登校になっているということがわかりま

す。 

 続きまして、７ページでございます。課題の④、不登校児童生徒に関わる支援

者の質と量の確保について、でございます。 

 図表７は、不登校児童生徒が相談・指導を受けた関係機関等を複数回答で示し

ているものでございます。ピンクの欄の⑧番は、①番から⑦番の学校外の機関で

相談・指導を受けた人数の集約でございます。小学生では３年間とも100人ぐらい

です。中学生では250から300人ぐらいのお子さんが、学校外の相談・指導を受け

ています。一方、⑪番のピンクの欄は、⑨番、⑩番を足した数になります。⑨、

⑩は、学校内での相談または指導の相手となります。その下の⑫番、黄色の欄は、

全く相談・指導を受けていないというお子さんたちの数でございます。平成27年

度だけ見ますと、小学生15人、中学生76人、合わせて91人が相談・指導を受けて

いない状況でございます。校内外で支援を受けられる体制づくりの充実が必要で

あるということでございます。 
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 続きまして８ページ、課題の⑤になります。不登校児童生徒を抱える家庭への

支援でございます。 

 図表８は、不登校児童生徒における要保護、準要保護の割合を示したものでご

ざいます。要保護14％、準要保護29％となっております。要保護、準要保護の全

児童生徒の割合は約21.1％でございます。そこから見ましたときに、不登校児童

生徒の割合が約43％であるということからしましても、家庭を含めた支援が必要

だということでございます。 

 また、図表９は、不登校児童生徒に対するスクールソーシャルワーカーの関与

を見たものでございます。左側が小学生、右側が中学生になります。グラフの下

に記載してあります30日～40日、161日～というのは、欠席日数を示しております。

少し細かく分類しました欠席日数を見ますと、161日以上に関してのスクールソー

シャルワーカーの関与が、多くなっているという状況がございます。これは平成

27年度のデータでございますので、また28年度は変わってくるのではないかと思

います。ただ、先ほど４ページで示しましたデータで、練馬区は長期化傾向にあ

るといったところがございますので、欠席日数の多い児童生徒への関与が多いこ

とからも長期化させないために、早期からのかかわりが必要であるところでござ

います。 

 続きまして９ページ、課題の⑥でございます。適応指導教室の在り方の再検討

でございます。左の上、図表10は適応指導教室の登録者数を示したものでござい

ます。不登校児童生徒が、小学生184人、中学生435人いましたが、適応指導教室

の登録率は、ピンクの欄で示したところになります。小学生、約33.7％、中学生

が37.9％でございます。 

 一方、右側、図表11が適応指導教室の出席率です。不登校になってから適応指

導教室への入室になりますので、適応指導教室に登録する開始日は６月であった

り、10月であったりと変わります。そのため、出席率で見ました。フリーマイン

ド、小学生は、ゼロから19％の出席率が約60％。中学生は50％ちょっとというと

ころで、出席率が低いということが、ここでわかるかと思います。 

 また、図表12は、欠席日数別不登校者数と適応指導教室の登録者数を示したも

のでございます。適応指導教室の登録者は、欠席日数が増加するほど登録してい

るということが、これでわかるかと思います。適応指導教室が使われていないと

いう現状もありますので、在り方をもう一回検討しなければいけないというとこ

ろでございます。 

 10ページでございます。最後の課題の⑦番でございます。新たな不登校を発生

させないための指導についてです。 

 図表13は、不登校要因と不登校の経験をグラフに示したものです。青いものが、

不登校の経験がある者。ピンクのほうが、新しく不登校になった者でございます。

一番右側の「Ｅ その他」が一番多く、新規の不登校では60％。２番目に多いの
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が一番左側、「Ａ 学校における人間関係に課題を抱えている」というお子さんが

58％、新しく不登校になったお子さんの中でいます。高い割合を示しております。 

 図表14は、不登校児童生徒の欠席日数の内訳でございます。これは、４ページ

の90日以上の欠席をもとに、学年別にあらわしたものでございます。茶色の90日

以上の欠席と、青の90日未満でありますが、90日未満の欠席者の割合が、小学生

は34.8％、中学生は22.8％となります。特に小学校高学年からの欠席日数の差が

開いてまいります。このようなところから、新たな不登校を発生させないために

初期対応が重要である、ということが、課題ではないかということでございます。 

 そこで、11ページ、今後の不登校対策の方向性でございます。 

 不登校対策を講じていくためには、理念をしっかり持って対応していくという

ことが大事ではないかというものでございます。そこで、真ん中にあります３つ

を不登校対策の理念として位置づけてまいりたいと考えております。一人一人の

状態に寄り添う。それから、一人一人の自立を助ける。また、一人一人を人や社

会につなげると、この３つを不登校対策の理念として位置づけていきたいと考え

ております。 

 この理念に基づきまして、さまざまな不登校対策を講じていくわけですが、先

ほど、課題が大きく７点ございましたが、この課題につきましては、さまざまな

段階の欠席の状況とか、全く欠席していないお子さんとか、対策は講じていかな

ければなりませんので、大きく４つの視点から、不登校対策を講じていきたいと

考えております。１つ目は新たな不登校児童生徒を生まないための未然防止。２

つ目は、30日以上の不登校ではなく、登校渋りの段階や、遅刻・早退が目立って

きた段階のお子さんたちを不登校にさせないための初期対応。３点目は、不登校

になったお子さんたちを学校復帰につなげるための再登校支援。そして４点目は、

社会につながる支援としまして、全欠席の児童生徒や家庭と連携できないケース

のために、人や社会につながる支援、でございます。 

 それを具体的に方向性として、12ページから示しております。 

12ページ、今後の不登校対策の方向性でございます。なお、冒頭に星印がつい

ていますのは、新規の取組でございます。 

 まず１番、「未然防止～新たな不登校児童生徒を生まないために～」でございま

す。こちらは課題の３番、４番、７番に対応しております。 

 １点目は、新たな不登校を発生させないために、人間関係形成力を高めるため

の授業プログラムを考案し、実践することでございます。こちらにつきましては、

平成29年度から委員会を立ち上げて始めていく方向で現在、取組を進めていると

ころでございます。 

 ２点目は、不登校児童生徒に関わる支援者の資質・能力の向上に向けた研修内

容を再構築するというものでございます。教員研修は現在も行っておりますが、

そちらを平成29年度の前期に検討しまして、30年度から研修の充実を図っていき
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たいと思っております。 

 ３点目は、児童生徒の不安や悩みを早期に発見する仕組みや、校内での情報共

有を図るための校内委員会の在り方等について検討するというものでございます。

不安や悩みを発見する仕組みとしましては現在、いじめのアンケート調査を区と

しては大きく年３回、学校では毎月、何らかの取組で行っています。そこにあわ

せまして、アンケート調査用紙に、不安や悩みを打ち明けられるような記載欄を

加えて、ともにできないか、検討しております。また校内委員会につきましては、

これから各学校の情報収集を図っていきたいというところでございます。 

 そして４点目です。学業不振で不登校にならないよう、地域未来塾を活用した

基礎学力の定着の取組を強化することでございます。こちらは、平成28年度から

学校、地域、連携事業の中で、地域未来塾を実施しております。平成29年度、実

施校が、また拡大するというところもあわせまして、強化していきたいと考えて

おります。 

 続きまして２番、初期対応でございます。こちらは、課題の１、２、３、４、

５に対応しております。新規は２つでございます。 

 １点目は、教育相談と不登校にさせない初期対応を充実するための新たな職の

設置について検討するというものでございます。現在、心のふれあい相談員、ま

たネリマフレンド等で行っているところですが、専門的な分野というと厳しい部

分も、中にはあるのではないかということで、人的な措置を含めて検討していく

ということでございます。 

 ２点目は、国が策定した「児童生徒理解・教育支援シート」を活用した教育委

員会への報告・確認・支援のシステムを開発することでございます。ここにつき

ましては、本年度、既に不登校対策会議を立ち上げております。この不登校対策

会議に基づきまして、区独自のシステムを検討してまいりたいと思っております。

登校支援シートを過去に活用しておりましたが、その活用の部分で課題があった

というところでございますので、活用も含めた新たな仕組みを構築していきたい

と考えております。 

 ３点目は、スクールソーシャルワーカーを中核にした早期登校支援チームを設

置するということでございます。こちらにつきましては、不登校になってからか

かわるのではなく、早期の取組として、現在、事務局で検討を開始しております。

来年度の中ごろからは実施できる方向で動いているところでございます。 

 次に13ページの３番、再登校支援でございます。こちらは課題の１、２、３、

４、５、６に対応しております。 

 まず、選ばれる、活用される適応指導教室の在り方について、再検討するもの

でございます。これには６つの再検討の視点を示しておりますが、こちらにつき

ましては、不登校対策会議の中で検討していきたいと思っております。 

 新規の取組は２つでございます。１つは、ＩＴを活用した自宅学習のコンテン
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ツと仕組みについて開発するということでございます。家庭に引きこもった状況

や、または適応指導教室に登録したけれども、通室できないというお子さんがい

るなど、家庭の状況が違いますので、ＩＣＴ環境等を見ながら自宅学習の仕組み

を構築してきたいと思っております。 

 もう一つがフリースクールと教育委員会の連携会議の設置でございます。こち

らにつきましては、フリースクール、またフリースペース、さまざまございます。

どのような取組ができるかというところを、不登校対策会議の委員の中に、不登

校の有識者としまして、実際にＮＰＯの方に今、委員として入っていただいてお

ります。その委員の方とも詰めながら、また練馬区教育委員会がかかわっている

フリースクール等もありますので、そのあたりの実態も把握しながら、来年度か

ら検討していきたいと思っております。 

 ４点目、社会につながる支援でございます。課題の１から６までに対応してご

ざいます。 

 新規としましては、１つ目の「児童生徒理解・教育支援シート」のシステムを

活用し、関係支援会議の中で現状を確認し、支援方針を立て、支援を実施するこ

と、また、本人同意がとれなくても支援を行っていくためのチェックリストを開

発するものでございます。本人保護者同意がとれずに、個人情報が引き継がれて

いかないという部分もございます。ただ、支援は行っていかなければならないと

いったところもございますので、こちらにつきましては、既に事務局で検討を始

めたところでございます。 

 最後は、スクールソーシャルワーカーを現在の派遣依頼型から訪問型に変更し、

学齢期間の継続した本人および家庭支援を実施するものでございます。こちらは、

早期対応支援チームと同様に、来年度の後期から取り組めるように今、検討を始

めたところでございます。 

 資料の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【前川区長】 

 それでは、これから議論に入りたいと思います。この資料に基づいて、全体に

ついて、委員の皆様から率直なご意見、あるいは感想でも結構です。いただけれ

ばと思います。 

 

【坂口委員】  

 質問です。２ページの（３）教員研修について、教育指導課、学校教育支援セ

ンターで実施、とありましたけれども、これまではどのような形で、どんな方が

研修を受けておられたのでしょうか。 

 

【金木副参事】  
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 教員研修につきましては、教育指導課では、いじめ・不登校対応研修として、

平成28年度は不登校に関して、生活指導主任の研修を行いました。また、学校教

育支援センターでは、教育相談研修や登校支援研修、ソーシャルスキルトレーニ

ング学校実施事業、ソーシャルスキルトレーニング実践研修等を行ってまいりま

した。また、教員の若手研修が１年次、２年次、３年次とありますが、そういっ

た中でも、不登校についての研修を行っているところでございます。 

 

【坂口委員】  

 今回、不登校のことを自分なりにいろいろ勉強してきました。そして、最初に

子どもと日常的に触れ合う担任の先生がどれだけ大事かということについて、話

を伺えば伺うほど、わかってきました。 

不登校も、いきなり始まるわけではなく、いろいろな芽がだんだん育つような

ものです。小学校から中学校に上がったときに、なぜ突然中学校で不登校になっ

たのだろうと、小学校の先生は不思議に思うとおっしゃいます。けれども、本当

は小学校の時代から少しずつその芽があったのではと思います。 

それをまずキャッチできるのは担任の先生だろうと思います。多くの研修を受

けられていますが、自分のクラスにそのような子どもたちがいることについて、

注意深いセンサーのようなものは、すべての先生方、特に新人の先生などがどの

ようにしたら身に着けられるのだろうかと思います。 

 

【金木副参事】 

 今、坂口委員からお話がありましたように、教員が一人一人のお子さんをどう

理解するかということが、不登校対策にもかかわっているのではないかと思って

おります。 

今後、不登校対策の方針を示すとともに、学校の教員に対して、不登校等の児

童生徒に対する支援として、不登校対策を進める上で、児童生徒の理解が大事で

あること、人間関係づくりが大切であるということ、また、適切なアセスメント

や途切れることのない連携が必要だということを、各学校の先生方一人一人に読

んでいただけるような資料を作成していきたいと思っております。 

 特に、自分がそこにいることの意味という自己有用感が、それぞれお子さん一

人一人にあろうかと思います。そのような自己有用感をどう育んでいくか。また、

不安や悩みを話せない状況もありますので、学校の教職員全てが不安や悩みを話

せる支援者になりましょうという視点も、大事だと思っております。このあたり

につきましては、研修だけではなく、この対策を進めていく上で、教員一人一人

にこういったところのポイントが大事だということを示していけたらと考えてお

ります。 
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【河口教育長】  

 坂口委員から、教員に対する指導は非常に大事だというお話をいただいたので

すけれども、今後の不登校対策の方向性の中でも、とりわけ未然防止について、

教員の研修に対する内容の再構築をうたっています。その際に、教育関係者以外

の、例えば児童心理の方や外部の方にむしろ講師になってもらい、研修をするこ

とも重要だと思います。内輪だけでやっても、なかなか目が開かれないというと

ころもあると思いますが、その辺についてはどう考えていますか。 

 

【風間学校教育支援センター所長】  

 学校教育支援センターでは、夏休みの期間を利用し、大学の心理系の先生や、

教育学に関連した先生をお招きして教育相談研修を行っております。初級・中級

に分けて、新人、普通の教員の方、それから主幹ぐらいまでの方を中心として、

初級が７日間、中級が７日間、午前午後という形で、アンガーマネジメントや、

心理的なお子さんの支援をするような研修です。今年度も、延べになりますが、

1,200人を超える方に参加していただいております。その講師の方についても、私

自身、いろいろな研修に参加しながら、良い先生を探しております。 

 

【河口教育長】  

 特に不登校の要因について、いわゆる不安傾向や無気力傾向という、非常につ

かみづらい要因が圧倒的に多いようです。各学校の先生たちが、自分たちの目の

前にいる子どもたちに、そのような傾向をどうやってつかむのかというのは極め

て重要で、難しい。そこのところを教育だけではなくて、それ以外の分野の方々、

場合によっては民間の方々も動員して、そのような気づきにもっと敏感になるよ

うに研修していくことは大事だと思うので、ぜひ検討していただければと思いま

す。 

 

【金木副参事】  

 それには、やはりアセスメントが重要だと思います。どうしてこの子が不登校

になったのか、また、そのような傾向にあるのか、といったことをそれぞれの専

門分野の角度から見ることが大事だと思っております。 

 現在のところ教員と、各学校には都費のスクールカウンセラーが約週１日、配

置されておりますが、それだけではなく、福祉分野、またはそのお子さんに既に

かかわっている方々がいれば、その方々の関係機関とも連携しながら、そのお子

さんの状況や何が不安なのかということをしっかり突き詰められるような形で、

区全体で取り組んでいければと思っております。 

 

【外松委員】  



 -12- 

 ２ページのことで、教えていただきたいことがあります。今のお話とも関連し

てくるかもれませんが、２ページの大きな２番の（２）人的措置ということで、

３つの例が挙げられております。練馬区はこのように対応してきているわけです

が、具体的な事例を教えていただきたいと思います。 

心のふれあい相談員が配置されていることはわかっておりますが、相談員の活

動が、具体的にはどのようなことにつながっているのかということをよりわかる

ために教えていただけたらと思います。 

 

【風間学校教育支援センター所長】  

 心のふれあい相談員は、小学校、中学校全校に１名ずつ配置されております。

都費のスクールカウンセラーが週１回という形になりますので、中学校について

は週12時間の中で、学校の状況に応じて配置し、小学校については週14時間の範

囲の中で、例えば週３回という形で配置する形になっております。 

 相談室がありますが、小学校の心のふれあい相談員は相談として受けるという

よりも、お子さんの話し相手、気持ちを聞いてあげるということが主な対応にな

っております。さらに友達関係であったり、自分でいろいろな課題を抱えている

子どもへの支援も、実際にクラスを回ったりするところが多くなっております。 

 中学生に関しては、長期欠席や不登校のお子さんの支援ということで、相談室

登校のような形で行っています。なかなか教室に入れないお子さんがいらっしゃ

るので、そこに来てもらい、まずお話をして、その中で、学校復帰の手がかりを

探していきます。状況によっては、スクールソーシャルワーカーも、そこの相談

室に来て、対応するなどしていますが、不登校のお子さんの支援が多くなってお

ります。中学生に関していうと、話し相手も多いのですが、情緒不安定になって

いるお子さんに関しての対応も行っております。記録を作成し、スクールカウン

セラー、校長先生、担任の先生につなぐという対応をしている状況です。 

 次に、ネリマフレンドに関しては、今は教員の資格を取得するための大学や大

学院に行ってらっしゃる方と、社会福祉士や精神保健福祉士の資格をお持ちの方

に有償ボランティアという形でお願いしております。 

こちらに関しては、スクールソーシャルワーカーが不登校のお子さんにかかわ

る中で、ご自宅に訪問して支援していきますが、スクールソーシャルワーカーが

全件に対して毎回行くことは、なかなか難しいため、ネリマフレンドの方とのマ

ッチングを行います。ネリマフレンドがご家庭に訪問して、相談相手や話し相手

になり、場合によっては学習も見てもらっております。そこから関係性をつくっ

た上で、ご自宅から学校へ登校する支援も行っております。 

 スクールソーシャルワーク事業については、26年度からスタートしており、27、

28年度と行ってきておりますが、今、対応として一番多いのは不登校のお子さん

への支援です。家庭に課題のあるお子さんが多いというデータがありますが、保
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護者の方とも、お子さんともそれぞれ面談し、保護者の方が抱えている課題も確

認しつつ、お子さんとも話をして、両方のすり合わせをしながら、学校に行くた

めに何が必要なのかということを支援しております。 

例えば、保護者の方が精神的な課題を抱えていて、学校に行かせることができ

ないということであれば、医療機関や保健相談所、福祉事務所につなぐといった

対応をしている状況でございます。 

 

【堀こども家庭部長】  

 児童相談をやっておりますので、私からもお答えさせていただきます。 

 まず、心のふれあい相談員とスクールカウンセラーの関係でございますけれど

も、スクールカウンセラーというのは、都の制度として始まりました。都の予算

で、中学校のみから始まったところでございます。 

そのようなこともありまして、小学生にも対応する必要があるということで、

小学校のみ、心のふれあい相談員を配置して、中学校のスクールカウンセラーと

分けておりました。 

 スクールカウンセラーが小学校にも配置されるようになった一方で、どうして

も勤務日数が限られていたため、中学校にも心のふれあい相談員が必要というこ

とになり、いずれも、小中学校ともに配置がされているという現状でございます。 

 そのような経緯もありますので、スクールカウンセラーのほうが、臨床心理士

の資格を持っている等の専門性が高い。一方で、心のふれあい相談員については、

そこまでの専門性を要しないという内容で、二本立てで小中学校の相談対応をし

ているというのが１点目でございます。 

 それから、２点目のネリマフレンドは、どちらかというと、ひきこもりがちで、

登校をなさらないお子さんに対して、大学生が家庭を訪問して、いろいろな話し

相手になったり、さまざまなことで子どもたちと一緒にやっていくという制度と

して、練馬区独自に始めたものでございます。基本的にはひきこもりのお子さん

や不登校気味のお子さんの家庭訪問を主としているというところで、元来、場合

分けがされておりました。 

 スクールソーシャルワーカーについては平成26年度から始まりまして、先ほど

所長が申し上げたとおりでございます。 

 

【長島委員】  

 ひとつ質問です。これだけ長い期間にわたって対策を立てられているのにもか

かわらず、過去10年間、不登校の状況が悪くなっているのは、なぜなのでしょう

か。また、具体的に不登校の解決につながった事例があれば、お聞かせいただけ

ればと思います。 
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【金木副参事】  

 まず、過去10年間の不登校の状況が、変わらないという状況でございます。不

登校について、この１年間、さまざま分析してまいりました。決定的な原因とい

うのが、なかなか見つからないというのが、正直なところでございます。東京都

も平成27年度は、さらに不登校数が増加しております。 

 この不登校につきましては、教育確保法も12月に公布されたところでございま

すが、お子さんそれぞれの心理的状況だけではなくて、支える家庭との関係が大

きくあるのではないかというところが、分析したところでの推察でございます。

お子さん一人一人の支援だけではなく、家庭を含めた支援をしていかなければ、

不登校の問題は解決されないのではないかと分析したところでございます。 

 それから、不登校の解決ですけれども、例えば今年度ずっと不登校であったお

子さんが、ふいに２月に登校できた事例がございました。管理職といろいろと話

をしていくところ、これにつきましては定期的な面談、それからそのお子さんに

とっては、登校刺激がよかったのではないかというところがございます。 

ただ、登校刺激が必要なお子さんと、今は登校刺激をしないほうが良いお子さ

んとがあります。そのあたりをスクールソーシャルワーカーがかかわりながら、

対応しているところでございます。校種がかわって、頑張れたというような事例

もありますが、中学校に進学して、最初は頑張ったけれども、やはり適応指導教

室に戻ってきたという事例も多くございます。 

 一人一人、要因が違いますので、その要因に応じた、チーム学校としての教員

とか臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、さまざまな力を借りながら、そ

のお子さんに今、何の支援が必要なのかといった見立てをしっかりした上で、か

かわっていかなければ、学校復帰にはならないのではないかと思っております。 

 もう一方で、学校復帰よりも、まず人とつながるといったことが大事なお子さ

んもいらっしゃいます。そのようなお子さんに対して、学校復帰をいきなり勧め

ても、なかなか難しく、まず、表に出るということが大事なお子さんもいますの

で、事例として、こうであったら、こうなるというところが、明確にお話しでき

ないところもあるのですが、学校復帰できている事例の中では、継続的なかかわ

りを切らないというところが、学校復帰に向かったというところにつながってい

るのではないかと捉えております。 

 

【外松委員】  

 貴重なお話ありがとうございました。とても参考になりました。 

 いろいろな資料を見せていただき、ご説明もいただいて、不登校の場合は、中

学生になって不登校が生じた子を回復させるというのは、かなり難題であるなと

思います。小学校時代に、たとえ不登校になったとしても、そこにかかわって、

課題を解消していき、学校に行けるように、集団の中に入れるようにしていくた
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めの支援が、とても大切だと思います。 

 それとは別のことになりますが、９ページの図表の10です。適応指導教室、適

応指導分室、居場所支援事業等のいろいろな資料がございますけれども、できま

したら、これらがどのようなところにあるのかという全体のマップ図が欲しいと

思います。 

 また、12ページの地域未来塾は、地域の皆さんにかかわっていただき、そこで、

学力不振から不登校にならないように防いでいこうという今後の方向性があるの

ですけれども、現在、地域未来塾が練馬のどの辺りで開設されているのかという

マップ図と、今後、この辺りに開設したいという具体的なプランがありましたら、

場所がわかるような資料が欲しいと思います。 

 また、この未来塾に関しまして、かかわってくださっている方たちは、どのよ

うな方たちなのか、すでに開設している未来塾は今、どのような様子なのかとい

ったことも、わかりましたら教えていただきたいと思います。 

 それから、次の13ページとも関連してきますが、今後の不登校対策の検討の参

考として、不登校の児童生徒について、学校別の人数のマップがあると、もう少

し、また何か見えてくることもあるのかと思いますし、支援の人を検討していく

際の参考になるのかなと思います。不登校児童生徒が多いところには、支援の人

もたくさん当てなければなりません。ですから、そのようなものがあると良いの

かなと思います。 

 また支援する方たちは、いろいろなことを考えていらっしゃると思うのですけ

れども、退職された教職経験者の方なども、大いに活用していただきたいと思い

ます。先ほども、一人一人に寄り添わなければならないというお話がありました

ので、なるべくその子ども個人や、そのご家庭が抱えている問題について、寄り

添ってお話を伺えたり、家庭訪問ができたりする人的支援が必要です。そのため

に、地域にどのくらい支援の人がいるのかなどが、とても大事になってくると思

いますので、ご検討いただけたらと思います。 

 

【金木副参事】  

 適応指導教室、また分室等がどのようなところで行われているか。地域未来塾、

それから学校別不登校数のマップ図について、ということでございました。 

 まず、マップについては後ほど、また検討させていただいて、準備をさせてい

ただきたいと思っております。 

 最初にありました適応指導教室につきましては、今、光が丘の学校教育支援セ

ンターにございます。それから分室での適応指導という部分につきましては、関

の教育相談室に中学生が２人入っています。個別の適応指導につきましては、過

去の光が丘分室であった、光が丘第一と、ほかに居場所支援事業につきましては、

今、光が丘第二で居場所支援事業を委託して行っています。不登校対策について
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は光が丘に集中して行っております。ただ、練馬、関、大泉の各教育相談室でも、

個別の適応指導を行えるように、既に取り組んでいるところでございます。 

 それから、２点目の地域未来塾につきましては今、小学校、中学校、それから

小中一貫教育校、合わせて22校で行っています。平成29年度は49校で実施予定と

なっております。こちらにつきましては、またマップ等、作成ができればと思っ

ております。 

 それから、家庭訪問できる人的支援というところでございます。先ほど、ネリ

マフレンドの話をさせていただきましたが、スクールソーシャルワーカーがかか

わりながら、ネリマフレンドの配置を行っているところでございます。ただ、こ

のネリマフレンドにつきまして、過去は話し相手だけでしたが、今は登校支援、

そして学校に別室登校してからのお子さんを見るということも行っております。

この別室登校を充実していかなければ、不登校のお子さんたちが学校復帰に向か

わないという部分もございます。先生たちも授業がありますので、子どもを見て

あげたくても、なかなかその時間がとれないということもありますので、このあ

たりは人的支援を充実していかなければいけないところです。 

 もう一方で、心のふれあい相談員が話し相手になっていますが、専門的視点か

らの子どもたちへのアプローチで、都費スクールカウンセラーが週１日という状

況では、なかなか難しい部分もありますので、今後、新たな職の設置に向けて、

人的支援の検討は必要かと考えているところでございます。 

 

【風間学校教育支援センター所長】  

 適応指導教室の小学生を対象のフリーマインドにつきましては、28年度、国の

モデル事業ということで、心理教育相談員を１人増員いたしました。 

保護者の方の同意をとった上ですので、やはりハードルが高く、苦戦しており

ますが、登録をしたけれども、登室できないというお子さんの家庭状況を確認す

るために、家庭訪問するという形のところも始めております。 

 家から出られないというお子さんを家庭訪問して、迎えに行って、徐々に連れ

出していくという形で適応指導教室に来てもらう取組も行っていて、29年度も続

けていく予定でございます。 

 また、退職された教員等の活用のお話もいただきました。適応指導教室や、関

や練馬、大泉には学習室をつくりましたので、それを充実させるために指導協力

員という形で、ボランティアの募集をしまして、80人余の方の応募をいただきま

した。来年度からは、その方たちのご協力のもと、教室での適応指導の体制も充

実できるような取組の形をするべく、準備しているところでございます。 

 

【芝田教育指導課長】  

 地域未来塾につきましては、学校地域連携事業の一環として実施しているもの
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で、主に各学校、放課後あるいは長期休業中に行っています。学校支援コーディ

ネーターが中心となって、地域の方あるいは学生を講師として招聘して、個別指

導を中心に行っています。参加は自由ですので、まさに学びたい子が集まって勉

強しているという状況になっています。 

 不登校の未然防止とのかかわりが強いかと考えておりますが、特に中学生は学

業不振が不登校要因の３番目に挙げられていますので、学力保証の面では未来塾

も大きな効果があるものと考えております。 

 

【坂口委員】  

 フリーマインドスクールを見せていただいた時は、そこに来ている生徒さんた

ちは非常に伸び伸びと、自由に、とても明るくされていて、どうして学校に行か

れないのか不思議に思うくらいの雰囲気で過ごしていらっしゃいました。 

 それから地域未来塾も、私の知り合いの方たちが、本当に苦戦して教えていら

っしゃいます。例えば１、２年生の易しい算数についても、なかなか集中してく

れない中、一生懸命教えてらっしゃる様子も拝見しています。 

 その子たちが、私たちのねりまこども食堂にやってくるのです。それもまた、

一つの触れ合いになって、地域で迎えられることで、生きる意欲を持っていてほ

しいと思って、見守っております。 

 先ほど申し上げたように、例えば個人的なワークシートなどをきちんと用意し

たうえで、それを共有の情報として、一人一人の状態に寄り添うという方針をき

ちんとしてほしいと思います。 

例えばこのような地域の声があります。小学校卒業のときに、もう既に子ども

同士の対立が激しい様子というのを見聞きしており、親たちは気がついている。

先生は気がつかないのかしらと思いながら、中学校に送り出す。そうすると、そ

のＡさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんを一緒のクラスにしてはいけないのに、中学

校では機械的に振り分けて、同じクラスにしてしまい、またそこで問題が起き、

学級崩壊が起きてしまう。どうして、ワークシートの中の綿密な情報が伝わって

いかなかったのだろうという声がありました。 

 ある小学校は、ワークシートの作成を綿密になさったので、その小学校からの

お子さんは大丈夫でしたが、どのようなものか私も実態は知りませんが、もう一

つの学校からは、簡単な紹介しかなかったので、学校側も把握できずに機械的に

振り分けて、クラスをつくってしまった。その結果、大きな対立に発展し、学級

崩壊に近い形になり、親も子も気持ちがささくれ立ってしまった、というような

事実を聞きました。ワークシートのようなものは、きちんと書いて、良い情報と

してつなげてほしい。そうすれば、中学校の中１ギャップが起きることが、少し

は防げるのではないかと思います。 

 小中一貫校のそれぞれの連携ができてから、かなり風通しがよくなったという
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ことも聞きますが、もう一つ頑張ってほしいと思うのは、子どもたちの状態、心

の内面といつも向き合ってくださっている養護の先生です。 

養護の先生は、小学校の先生もそれぞれいらっしゃいますし、中学校にもいら

っしゃいます。スクールカウンセラーなどいろいろありますけれども、毎日、そ

の子どもたちを見て、あるいは不登校の事情を知っている方たち、そういった養

護の先生同士の連携も大事だと思います。 

ある中学校に２つの小学校の子どもたちが来るのであれば、３校の養護の先生

が話し合って、子どもたちの状態をもう少し正確につかんでほしいと思います。 

 それからクラス編成は、まさに学校側でできる唯一のことです。クラス編成は、

親も子も大変な思いで迎えるようです。（対立していた）あの子とまた一緒となる

と、その子のやる気もそれていくということを聞きました。その辺の対策はどう

なのでしょう。担任の先生がそのようなことを把握していらっしゃるのかなと、

先ほどの話に戻るのですが、そんな声を聞いてまいりました。 

 

【金木副参事】  

 まずシートにつきましては、本人保護者同意というところが、連携においては

大事になってまいります。ただ一方で、学校に対して拒否をされているというケ

ースも、中にはございます。その中でも支援して、情報を引き継いでというとこ

ろは行っていくため、当然、個人情報にかかわりますので、そのあたりは、きち

っと手順を踏んで、解決していきたいと思っております。 

 本人保護者同意がとれた情報につきましては、校種間の連携、また学校内でも、

学年が上がるところにきちんと引き継ぐということが大事だろうと思っておりま

す。担任一人が必死になり、子どもを何とか食いとめて、学校に登校できていた

という状況が、担任のかかわり方が変わることによって、登校できなくなってし

まうということがあってはならないと考えております。 

 そうなりますと、チーム学校として学校組織で、そのお子さんの情報を共有し

ながら、どのように支援していくのかということを、定期的に会議等を開きなが

ら、また関係機関がかかわっていれば、一緒になって、その支援を継続し、切れ

目のないようにすることが必要です。今後、スクールソーシャルワーカーを地区

配置にし、派遣依頼型から訪問型に変えることができたらと思っております。 

 

【外松委員】  

 例えば就学前の幼稚園、保育園から小学校に入学するとき、それから小学校６

年生から中学校１年生になるときというのは、地域ごとに関連の学校からの先生

方の交流や話し合いという場は、練馬区は存在していないのでしょうか。 

 

【芝田教育指導課長】  
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 保育園、幼稚園から小学校、それから小学校から中学校、そこでの引き継ぎ、

申し送りは当然現在でも行っています。今、不登校対策についてのポイントにな

るのが、副参事もお話ししていましたけれども、資料の６ページの図表５の、中

１における新規の不登校生徒です。平成27年度であれば、72人が新規に不登校に

なってしまっています。ここをいかにして抑制するかというのは、ポイントにな

ろうかと考えています。小学校から中学校の引き継ぎについても、管理職同士あ

るいは６年の担任から中学１年の担任になる予定の引き継ぎ、それからお話があ

ったように養護教諭同士の引き継ぎといったものも、行ってはいます。 

 そして、法で定められている小学校の指導要録、６年間分の写しをそのまま中

学校に送っております。そうすると、中学校側は、その子の小学校６年間分の情

報を得られることになります。 

 しかしながら、実際、十分に引き継ぎが行われているか、確実に行われている

かというと、ご指摘のとおり、不十分な面がまだあります。それを補完する形で

の今日、ご提案のシート等になります。今後も引き継ぎについては、適時的に時

間をとって正確に行い、ツールとしてのシートの活用を今後働きかけていくとい

うような体制で臨んでいきたいと考えております。 

 

【外松委員】  

 ただいまのことに関連しまして、先ほども、今は個人情報の時代ですので、シ

ートに文字として記録するということは、なかなか抵抗がある場合もあるわけで

す。けれども、現実、課題を抱えた子たちがいて、そして中学校はそれを受け入

れなければならないという状況があるのですから、文字上はなくても、教員や関

係者同士が具体的に話し合って、引き継ぎをきちんと行い、連携を密にして、新

しく集団の一員としてのスタートが切れるように配慮することは中学校側でも必

要なことです。その子自身だけではなく、ほかの生徒さんたちにとっても、大事

な中学校生活のスタートですので、その辺は何とかできないのかなと思います。 

 

【金木副参事】  

 お話をいただきました個人情報の引き継ぎについてですが、集めた情報をどの

ようにつなぐかということは、きちんと手順を踏まなければいけないと思ってお

ります。 

 ただ、練馬区としましては、９年間、子どもたちが、学び、そしていろんな体

験をということを考えますと、小中一貫教育を進めながら、その仕組みを充実し

ていきたいと考えております。 

 一方で、小中一貫教育の中で地区別に集まって授業を見、研究をし、そして児

童生徒の情報交換を行っているところでございます。小学校の先生が中学校に行

き、あの生徒が元気に登校している、というようなところを見て、また声かけを
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するということを行っております。このあたりにつきましては、さらに充実を図

っていきたいと思っております。 

 

【長島委員】  

 たくさんいろいろお答えいただいて、大分わかりました。まずデータのとり方

ですけれども、これは一人一人紙ベースでデータをとっているのでしょうか。も

しくは、カウンセラーの方がヒアリングをして、個々に不登校の児童から話を聞

いているのでしょうか、どちらなのかというのをまず教えていただけますか。 

 

【金木副参事】  

 このデータのとり方につきましては、その本人、保護者と面談をしながら、デ

ータをあげる形になってございます。ただ、急に休んでしまったときや、要因が

何か、自分でもわからないというようなお子さんもいる場合に、例えば「その他」

に入ってくるという状況がございます。 

 ４ページにあります不登校の要因で、大きく５点に、これは国が示す方向で分

けているわけですが、無気力とか不安の傾向によっても、何に不安なのかという

ところが違ってくるという状況がございます。それを細かくしたのが、５ページ

にあるところですが、これに本当に全部が集約されるかというと、なかなか難し

い部分もございます。連絡はとれれば当然、それで回答していくわけですけれど

も、そうではなく、継続しているお子さんも、中にはいます。そうすると、継続

しながら、子どもたちの心理的な側面として、変わってきている部分があろうか

と思います。そのあたりが残念ながら、今のところ弱いのではないかというよう

な現状で分析しているところでございます。 

 

【長島委員】  

 ありがとうございます。相談を受けていない子どもが、小学校も中学校も非常

に多いと思います。相談員の方に相談することは、ひょっとしたらハードルが高

いのではないでしょうか。それでは、せっかく設置しても何の意味もないという

状況が、見受けられると感じています。当たり前のように受けられる状況をつく

ることが必要だと思います。 

また、小学校や中学校の先生と接していて思うのですが、先生方が個々にカウ

ンセリングの技能を身につけて問題解決をしていくのは、とてもハードルが高い

と思います。先ほど教育長もおっしゃっていましたが、特定の方が外部なり何な

り学ぶ場が必要ではないでしょうか。私も仕事柄、心理学等を勉強する機会があ

るのですが、目からうろこの技術や方法があるのにそれを知らない方が、ほとん

どだと思います。そこで、情報を共有する、情報を徹底的に探していくというの

も、一つだと思います。 
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また、これだけ日本は広いので、都市圏でも良いと思いますが、不登校を解決

に導いた事例を持った私立校なり、公立校なりがあるのではないかと思います。

こうした不登校に関する資料には一切、そういった成功事例的な話や、こういっ

た形で解決されたということが出てこないので、そこが、もう少し欲しいところ

です。先ほど金木副参事がおっしゃっていたように、ケーススタディは非常に難

しいと思います。ただ、必ず当てはまる事例というのはあると思うので、ここで

出すのは、難しいかもしれないのですけれども、その辺のケーススタディももう

少し必要になってくるのではないでしょうか。 

 

【金木副参事】  

 まず、人の面と技術の面だと思います。確かに都費のスクールカウンセラーが

今、週１日。それから先ほど、こども家庭部長からもありましたけれども、心の

ふれあい相談員が話し相手というところで、現在、スクールカウンセラーを補完

する形で、心のふれあい相談員を入れているわけですが、心理の専門という部分

では、やはり劣る部分がございます。そうなると、学校に専門家としての人の配

置日数が、なかなか厳しい状況にございます。つまり、１日配置されて、週４日

は専門的な配置がないという状況もございます。その中でスクールカウンセラー

が、常に教員側からも相談できるような体制であれば良いのですけれども、ずっ

と面談が埋まっているスクールカウンセラーも、中にはいらっしゃいます。そう

なると、そのあたりの人的支援というところについては、検討の一つの方向性と

してあるのではないかと考えております。 

 それから、子どもの話を聞くという教員の技術をどう高めるかというところか

と思います。そのあたりにつきましては、教育研修の中心になってくるのではな

いかと考えておりますので、ここにつきましては、研修の充実を図っていきたい

と思っております。これは教員だけではなく、子どもにかかわる支援者の技術を

高めるということだと思っています。 

 ３点目のケーススタディのことですけれども、例えば国の中で、ある本により

ますと、シートを使って不登校が減っていった。シートを使うことによって、校

内の情報共有が密になり、その情報共有をすることで、先生方の支援を、同じ方

向で支援ができるようにというところでの成功事例が、幾つかの市で、ございま

す。本区においても、指導の結果、登校できるようになった児童生徒は少なから

ず、小学校で３０％ぐらいいるわけですから、そのあたりの成功事例もまた集め

ながら、もう一方で、校内での委員会の情報共有のあり方と絡めて、各学校に紹

介しながら、それぞれのお子さんに合った取組を行っていければと考えてござい

ます。 

 

【前川区長】  
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 私からも一つ教えていただきたい。平成27年の不登校が小中学校合わせて619

人。単純に割り算したら、１校当たり６人か７人です。９学年あって、単純に考

えれば、１学年１人いない状況です。そうすると、我々子どものときを考えても、

不登校はいたと思うのですが、ここまで問題にしていなかった。つまり、これは

そもそも、ずっといて、今になって大問題として、みんなが意識するようになっ

たのか、それとも、今になって新しい問題として出てきたのか、どちらなのでし

ょうか。 

 

【金木副参事】  

 国がこの不登校の問題を大きく出したのが平成４年で、この時に初めて登校拒

否ということで、問題として出されました。平成４年に登校拒否、平成５年にも

登校拒否に関しての支援の通知を出しました。その後10年間、この不登校に対し

ての通知が、私の調べた限りでは、出てきませんでした。平成15年に不登校につ

いての通知があり、そこからは矢継ぎ早に国からも通知が出されております。 

 登校拒否のお子さんは、過去にもいたと思います。ただ、それが不登校と名前

が変わりましたが、何らかの理由で学校に登校できないということが、ここ数年

で増えてきているとこちらは捉えております。全国的に見ても同様です。そのよ

うなことがありまして、今回、法律の制定に至ったのではないかと分析しており

ます。 

 

【前川区長】  

 増えているとすれば、どの程度、増えているのか、増えている要因は一体何な

のか。先ほどから話があるように、例えば自己達成感、有用感がないとか無気力、

不安とか、家庭に問題があるとか、個別の現象であって、それは昔からずっとあ

るわけですね。学力不振とか友人関係とか家庭の問題、それはずっと、それこそ

１００年前もあるわけです。それにもかかわらず、なぜ現在、これが問題になっ

てきているのか。そこのところは、どう考えていますか。 

 

【金木副参事】  

 過去からの家庭の状況というのは、社会の変化とともに、大きく変わってきた

のではないかと思っております。社会の変化とともに、必ず学校に行かなければ

ならないというところから、今は学校に無理に行かなくても良い、というような

流れがあるのも、事実だと思います。そのあたりは、法の附帯決議の中でも示さ

れているところがございます。義務教育の捉え方に、それぞれの家庭の違いが出

てきているのではないかと私は分析しているところでございます。 

 

【前川区長】  
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 そのような観念的な議論をしても、しようがないのですが、例えばこれが全体

主義体制、昔の社会主義とかいろいろありますが、そのようなところだと、みん

な、子どもは明るく元気で、全員一斉に登校するのが正義だといったのですね。

それもちょっと変だなという気もしますが。かといって、子どもがこうして、あ

る意味で落伍していくということは、防がなくてはいけない。皆さんが苦労して

いるのもよくわかるし、本当に大事な問題だと思うけれども、このような対策で

本当にできるのかと思います。そこのところの実感というのを教えてもらいたい

です。 

 

【金木副参事】  

 不登校対策については、今まで取り組めていなかったところが、あるのではな

いかと思っております。私が子どものときには、担任一人の力がすごく強かった

部分がございます。担任一人が持っている学習指導力、生活指導力、児童生徒理

解力、それが、研修を随分しなくてはならないような状況が増えてきたのが現状

だと思っております。 

 ただ、組織として子どもたちに対応していくということを考えたときに、現在

取り組めていない部分について、まず取り組んでいかなければいけないと思いま

す。取り組まずして、不登校のお子さんたちへの支援は進んでいかないと思って

います。 

 ですから、不登校の分析をもとに、今回出させていただいた方向性をもって、

支援を行っていき、さらにその先へ進んだときに検証・改善が絶対必要だと思い

ます。その出た結果に基づいて、さらに分析・改善をして、足りないところをま

た進めていくということが、できたら良いのではないかと考えております。 

 

【前川区長】  

 私の個人的な思いとしては、そのような歴史的な推移とか社会状況の推移、家

庭のあり方の推移、そのようなのを見ながら、もっと突っ込んだ分析がほしいと

いう気もします。とにかく不登校をゼロにしなくてはならないということは大事

なことです。皆さんが頑張っているのはわかっているし、やるのだけれども、実

際にこれ以上の方向性があるかと言われれば、困るけれど、同時にきちんと客観

的に見て、分析する視点というのも持ってもらわないと困るという気もするもの

ですから、その辺はぜひお願いしたいと思います。 

 

【長島委員】  

 大枠の話をすると、私が感じているのは、先生方の指導力だと思います。ある

方が雑誌か何かでおっしゃっていましたが、小学校の先生のお給料を大学教授よ

り高くして、小学校の先生が「なりたい職業」になれば、優秀な人材も集まり、
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そして、やりがいも出てくるのではないかというお話でした。 

小学校の指導が、中学校に行ってからもかなり影響していると思いますので、

小学校の先生方の指導力が一つの要因と感じています。 

 

【外松委員】  

 先ほどのマップとの関係ですが、これだけ現実に、中学生で学校に行かれない、

人とかかわれないという子が多いわけです。中学３年間、あっという間に過ぎて

しまって、ちょっとしたら、すぐそのまま20歳を迎えてしまいます。そうすると、

その中からひきこもりという状況になる子もかなり出てくるのではないかと推察

しますので、先ほどの地域別の不登校のマップをぜひ作っていただきたいです。

これだけ複雑な原因が絡んでいるわけですから、学校が悪いとかそのようなこと

ではないと思います。 

 そして、卒業した後、今度は社会人に向けて、少しでも世の中に出ていく。仕

事をするまでいかなくても、人とかかわれるようになっていく。そこも、区とし

ても見ていかなくてはならないわけです。そういった意味でも、そのマップはぜ

ひ必要です。地域に応援団がいたら、その地域では就労や人とのかかわりに向け

て、どのような手を打っていかなければならないのか、そのようなことと全部関

連してくるのではないかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

 

【金木副参事】  

 社会的な背景の変化、それから日本の今、置かれた状況、そして練馬区の置か

れた状況というところを関連づけながら、分析が必要だというお話は今後、続け

ていかなければいけないことかと思っております。 

 教員の指導力をどう高めていくのかといったところは、一人一人の教員に係る

負担がすごくあるのではないかということだと思います。ですから、学校におい

て主幹教諭が設置され、主任教諭が設置され、そのような職層の中でのＯＪＴを

行いながら、人材育成を図っていくというところは、今後も徹底していかなけれ

ばいけないと思っております。 

 そして、今、外松委員からありましたのは、人や社会にどうつなげていくかと

いうことだと思います。不登校のお子さんたちが中学を卒業後、高等学校に入学

し、その先にそのまま３年間通えるかどうかは、また大きな問題としてございま

す。中途退学の問題等を絡め、そこも視野に入れながら、不登校対策は行ってい

かなければならないと思っております。 

 また、地域の方々の力もお借りしながら、不登校のお子さんに限らず、練馬区

全体でお子さん方を育てていくという視点で取り組んでいただいているところを、

今後も発信していく必要があろうかと考えております。 
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【坂口委員】  

 私も非常に心強く伺いましたけれども、例えば学校の担任の先生にそれを支援

する、あるいは自分の問題をきちんとみんなに公表して、解決に向かうようなシ

ステムがあることが大事だろうと思います。 

それから13ページにあるように、必ずしも学校へ行かなくても、ＩＴを活用し

た自宅学習という仕組みや、今の子どもたちはなかなか文章には書けなくても、

メールなら簡単に自分の心のうちを表現できるので、メールを連絡手段に使うな

ど、子どもの心に寄り添うために、そういったことができるのではないかと思い

ます。 

 

【芝田教育指導課長】  

 先ほど区長から、数についてのお話がありました。私は平成17年度に練馬区の

教育委員会の指導主事として着任した際に、前年度16年度の中学校の不登校生徒

数504人いました。ですから、その当時504人が、今は435人ということですので、

学校の努力によって、数は減っているけれども、ただ、劇的に減っているわけで

はなくて、ある程度の数で推移していると見ています。 

 副参事からお話があったように登校拒否といっていた時代は、学校に来ないと

いうことが問題視されていましたが、最近では不登校の状態になっている子が、

将来的に社会から孤立しているとか、あるいは納税者になり切れないといったと

ころが、重要視されてきているので、古くて新しい課題だけれども、質的な変化

も若干見られると捉えております。 

 今後の不登校対策の本区の理念ということで、副参事のほうから、11ページに

あるように３つ理念を掲げております。短期的に学校復帰というところではなく

て、あくまでも自立を助け、人や社会につなげるというところを見据えての不登

校対策をこれから展開していきたいと考えております。 

 

【前川区長】  

 安藏委員、何かありますか。 

 

【安藏委員】  

 この方向性でいろいろと検討されているとは思っております。ただ、いずれに

しても、ゆとり教育から大きく変わって、学力でついていけない子どもたちは、

どうしても居場所というのがなかなか見つけにくくなってきているだろうと感じ

ています。学校で何らかの苦手意識がある子でも、どこかに居場所があれば、学

校にも登校してくるのではないかと思います。担任が時間をとって子どもと接す

る時間ということは、学年が上がるごとに難しくなってくると思います。しかし、
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子どもたちと多くの時間を共有できるようなかかわりを持ちながら、子どもたち

の状況を捉えて、いろいろなところで対応できていければ良いのかなと思ってお

ります。 

 家庭の問題については、中に入っていくのは非常に難しいので、その点では限

界があるのかなというところもあるけれども、待っているだけでは解決にはなっ

ていかないと思いますので、積極的に動いていく方向がこれからもっと拡大して

いって、少しでも問題を拾えたら良いなという感じがしました。 

 

【前川区長】  

 ありがとうございました。ほかにはよろしいですか。 

 

 大変熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。 

 私としては、議論はある意味で出尽くしていると思うわけですが、ただ、教育

指導課長が言っていたように、昔、500人もいたのが430人に減っていることも事

実で、その辺のことも視野に入れながら、せめて戦後の高度成長期以降の不登校

の推移、要因は、一回見せてもらったほうが良いのかなという気はします。 

 もう一つは、これは素人の考えですが、さきほどいろいろ話がありましたよう

に、教員に全てを転嫁して、全て教員の責任だというのは、これもまたいかがな

ものかなという気もします。家庭の問題もあれば、地域の問題もあるでしょうし、

その辺ももう少し総合的に考えたほうが良い、そういった思いがいたしました。 

 今日のいろいろな分析と今後の方向性については、今の時点で異議がないと思

いますので、このような方向で進めることでご了承いただいて、お願いできれば

と思います。 

 教育長、最後に何かありますか。 

 

【河口教育長】  

 本日はいろいろと議論していただきました。区長からも、もう少し歴史的・社

会的な分析をというお話をいただきましたので、これについては、さらに教育委

員会で議論を深めてまいりたいと思っております。そしてまた、今、区長から、

対策については、着実に実施するようにという指示をいただきましたので、教育

委員会の議論をこれから深めながら、しっかりと行ってまいりたいと思っており

ます。 

 ありがとうございました。 

 

【前川区長】  

 今日の議題はこれで終わりですが、その他で何かございますか。よろしいです

か。 
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 それでは、これで終わりにしたいと思います。 

 次回以降につきましては、また事務局が調整し連絡をしますので、よろしくお

願いします。 

 以上をもちまして、本日は終わります。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


